
横山ダム事業用パンフレット印刷業務 仕様書 

 

第１節 適用 

 本仕様書は、独立行政法人水資源機構 徳山ダム管理所が発注する「横山ダム事業用パ

ンフレット印刷業務（以下「本業務」という）」に適用する。 

 

第２節 概要 

 本業務は、横山ダムの事業用パンフレットを印刷するものである。 

２－１ 納品場所 

  岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山1330 横山ダム管理庁舎 

 

２－２ 納期 

  令和７年３月３１日 

 

 ２－３ 業務内容 

  横山ダムの事業用パンフレットのオリジナル電子データ（Illustrator CS3）を貸与

するので、別紙に示す箇所のデータを修正し印刷すること。なお、修正箇所等の詳細に

ついては発注者と協議するものとする。 

  （１）印刷部数 

      ３，０００部 

 

  （２）基本仕様 

      全ページ １２ページ（表紙・裏表紙含む） 

      規  格 Ａ４版 ４色＋４色 

      用  紙 再生コートＲ 菊判 76.5Kg 

 

第３節 電子納品 

 成果物の提出は、本仕様書 ２－３に定めるものに加え、電子納品について以下のとお

りとする。 

 電子媒体（ＣＤ－Ｒ等） １部 

  ・オリジナル電子データ（Illustrator CS3） 

  ・ＰＤＦデータ 

 

第４節 著作権の譲渡等 

 ４－１ 

  受注者は、成果物が著作権法（昭和45年法律第48号）第２条第１項第１号に規定する

著作物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著

作権（著作権法第21条から28条までに規定する権利をいう。）を当該著作権の引き渡し

の際に発注者に無償で譲渡するものとする。 

  また、受注者は、当該著作物について著作者人格権（著作権法第18条から20条までに

規定する権利をいうう。）を発注者に対して行使しないものとする。 

 

 ４－２ 

  受注者以外が所有する著作物（イラスト、写真等）を成果物に使用する場合等で上記

により難い場合は、あらかじめ発注者の承諾を得るとともに、対象となる著作物の所有

者（著作権及び著作者人格権）の名称、連絡先を提出するものとする。 

 

第５節 疑義等 

 仕様書について疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ決定する。 
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